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「浜松市中山間地域まちづくり事業交付金」申請団体の募集 

 

「浜松市中山間地域まちづくり事業交付金」事業は、中山間地域活動団体等

が、中山間地域の問題解決や振興のための事業を行う際に、活動資源の原資と

なる基金造成資金を交付するものです。 

交付を受けた事業者は、造成した基金を基に、申請

した事業を主体的に実施し、地域の様々な課題を地域

と共に解決し、中山間地域の発展に取り組むことが出

来ます。 

この交付事業は、申請いただいた内容を審査選定の

うえ、予算の範囲内で交付するものであり、事業者は事業資金を複数年にわた

り利用して、安定して事業を実施することができます。 

 また、令和２年度から、多様化する中山間地域の課題解決に向けて、NPO 法

人が公共の担い手として地域課題に長期に取り組めるよう、事業期間の延長や

交付限度額の引き上げをするなど、制度を一部変更しました。 

 

★ 各法人の定款に従って、総会・理事会等において必ず法人としての意思決定

を行ってから申請してください。 

 

１ 申請期間 

事業開始日 書類提出期間 一部書類提出期限 

令和８年４月１日(水) 令和７年10月14日(火)～ 

令和７年12月26日(金) 

令和７年11月28日(金) 

 

２ 募集する事業数 

   制限はありません。事業の目的に沿った多くの事業を提案してください。 

１つの団体で複数の事業を申請していただいても結構です。 
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３ 応募資格 

 ◆中山間地域活動団体 

次の（１）かつ（２）に該当する団体に限ります。 
 

（１）次のア～ウのいずれかに該当する中山間地域活動団体。 
 

ア 中山間地域※１に主たる事務所がある NPO 法人であり、代表者又は社員

の半数以上が中山間地域に住所を有している団体。 

イ 市内の中山間地域外に主たる事務所がある NPO 法人 

ただし、上記アの NPO 法人、中山間地域の自治会、又は中山間地域を活

動区域とする団体※２と、中山間地域の課題の解決に資する活動の連携協

定を結ぶ必要があります。 

ウ 学校教育法第１条に規定する大学 

ただし、上記アの NPO 法人、中山間地域の自治会、又は中山間地域を活

動区域とする団体※２と、中山間地域の課題の解決に資する活動の連携協

定を結ぶ必要があります。 
 

※１ 中山間地域  

天竜区全域、浜名区引佐町の一部（伊平・川名・渋川・四方浄・田沢・兎荷・西

久留女木・西黒田・東久留女木・東黒田・別所・的場） 

 

※２ 中山間地域を活動区域とする団体  

奥浜名湖観光協会、天竜区観光協会、奥浜名湖商工会、天竜商工会、引佐町森林

組合、天竜森林組合、春野森林組合、水窪町森林組合、佐久間森林組合、龍山森

林組合、静岡県西部猟友会（引佐分会、天竜分会、春野分会、佐久間分会、水窪

分会） 

 

（２）次のうち①～⑥全ての要件を満たす中山間地域活動団体（ただし、「３ 応募

資格（１）ウ」に該当する団体については、①～④の要件を満たせば足り

るものとします）。 
 

① 市税に滞納がないこと。 

② 市民税・県民税特別徴収義務者指定を受けていること（交付金申請者が

給与所得者を雇用する事業者の場合）。 

③ 3 年以内において、「浜松市中山間地域まちづくり事業交付金」の交付決

定の全部又は一部の取消しを受けたことがないこと。 

④ 団体の設立日から起算して、３年を経過していること。 
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⑤ 申請日を含む事業年度の前３事業年度の活動について、NPO 活動に係る

事業における収入及び事業費が、それぞれ３３万円以上であること。ただ

し、施設等受入評価益及びボランティア受入評価益、施設等評価費用、ボ

ランティア評価費用は含まない。 

⑥ 浜松市特定非営利活動促進法施行条例第８条に基づき、事業報告書等を

提出していること。 

 

 ◆地域運営団体 

  上記（１）ア、（２）に該当する中山間地域活動団体であって、主な活動地

域内の住民の概ね４分の１が会員となっている団体です。主な活動地域とは、

地域運営団体が特定非営利活動促進法に基づき現に事業を行っている地域を

いい、原則として別図の実線で囲まれた地域を最小単位とします。 

 

４ 事業期間・交付金額 

   交付金は、次に掲げる交付対象経費の１０分の１０以内の額を交付限度

額として交付します（１，０００円未満の端数を切り捨てた額）。 

ただし、一事業あたりの人的経費は、交付限度額の１／２以内の額とし、

交付対象経費が交付限度額に満たない場合は、交付対象経費の１／２以内の

額です。 

区分 事業期間 交付限度額 

中山間地域活動団体 ２年以上４年以下 １，０００万円 

地域運営団体 ３年以上６年以下 ５，０００万円 

 

交付対象経費 

区分 科目 

人的経費 
給料手当、臨時雇賃金、法定福利費、通勤費、業務委託費（一部

委託のみ対象） 

その他の 

経費 

仕入・原材料費、諸謝金、印刷製本費、旅費交通費、通信運搬費、

消耗品費、備品購入費、修繕・改修費、水道光熱費、地代家賃、

賃借料、保険料、研修費、振込手数料 

  ※交付金を交付する際には、基金の管理や事業の実施などについて一定の条件が付さ

れます。また計画途中で事業を中止することは原則できません。条件に反した場合

は交付を取消し、全額返納していただく場合もあります。 

  ※令和７年度の交付予算は、総額１億円です。 
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５ 申請する事業の目的 

申請できる事業は、次のいずれかに該当する公益性の高いもので、中山間

地域で実施するものに限ります。ただし「６ 申請できない事業」に該当す

る事業は申請できません。 

事業内容 事業例 

ｱ 「まち」が元気でいつまでも安全・ 

安心に暮らせる事業 
 

・地域コミュニティ機能の維持・活性化  

・移住・定住の促進  

・遊休財産の活用  

・歴史的・文化的資産を活用した地域 

づくり 
 

・地域の交通手段の確保 買物代行、移動販売、宅配事業 

・社会基盤格差の是正  

・生活用水の安定的な確保  

・保健、医療、福祉の確保  

・防災対策の強化  

ｲ 「ひと」のつながりを大切にし、とも

に支える事業 
 

・中山間地域交流プロモーション 都市と農山村交流、教育旅行等 

・地域資源を強みにした誘客の促進  

・関係人口・交流人口の創出  

・子育てができる環境づくり 資源を活用した親子の学び場 

ｳ 地域の資源や特性をいかした「しご

と」を創出し維持する事業 
 

・農産物の特産品化、６次産業化の推進  

・儲かる林業への進化  

・働く場・新事業の創出 地域課題解決ビジネス 

・有害鳥獣対策の強化 食肉処理、流通、加工、販売等 

・地産地消、地産外商の推進  

・小売・サービス業の振興  
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６ 申請できない事業 

   次のいずれかに該当する事業は上の「５ 申請する事業の目的」に該当

しても申請できません。 
 

特定の政治、宗教、選挙活動又は営利目的とする事業 

公序良俗に反するおそれがあると認められる事業 

他の法令に抵触する事業又は、業務上必要な許可等が取得できない事業 

浜松市の補助金等の公的支援を受けることができる事業 

浜松市の委託を受けている事業 

国、県その他公共団体又は財団法人、社団法人その他民間機関等から補助金等

の支援を受ける事業 

調査・研究のみの事業 

ハード事業（建物、道路、その他構築物等の建設を目的とした事業）。ただし、

ソフト事業に付随するハード整備のうち市長が必要と認めるものについては除

く。 

イベント開催のみの事業 

過去に当該団体が浜松市の補助金等を受けて実施した事業と同一の事業 

 

７ 応募方法 

   必ず 8 ページの「12 問い合わせ、相談先、提出先」に記載している問い

合わせ先に事前相談をした上で、以下の申請書類を直接ご提出ください（郵

送不可）。 

   

提出期限   

提出期限 提出書類 

令和７年 11 月 28 日(金) 次ページ②～⑤ 

令和７年 12 月 26 日(金) 上記以外 

※提出期限を過ぎますと受け付けができませんので、期限を必ずお守りくだ

さい。 
   

 

提出部数  ・次ページの①～⑮ ： 原本１部 

ただし、①～⑥ は 原本のほか、副本（コピー）１０部を添付 

してください。 
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【提出書類】 

① 交付金交付申請書（第 1 号様式） 

② 法人の概要書（第２号様式） 

③ 中山間地域まちづくり事業提案書（第３号様式） 

④ 中山間地域まちづくり事業計画書（別記標準書式あり） 

⑤ 中山間地域まちづくり事業収支予算書（基金取崩計画を含む） 

⑥ 連携協定書（※市内の中山間地域外に主たる事務所があるＮＰＯ法人又は

学校教育法第１条に規定する大学の場合に限り必要となります） 

⑦ 登記事項証明書（写し可） 

⑧ 財産目録（直近３事業年度） 

⑨ 賃借対照表（直近３事業年度） 

⑩ 事業報告書（直近３事業年度） 

⑪ 活動計算書（直近３事業年度） 

⑫ ＮＰＯ法人の場合、１０名の社員の氏名及び住所を記した名簿（※中山間

地域に主たる事務所を有するＮＰＯ法人であり、代表者の住所地が中山間

地域内でない場合は、全ての社員の氏名及び住所を記した名簿）（別記標準

書式あり） 

⑬ 市税納付・納入確認同意書（指定書式） 

⑭ 市民税・県民税特別徴収義務者指定通知書の写し（交付金申請者が給与所

得者を雇用している場合に必要となります） 

⑮ 暴力団排除に関する誓約書（第４号様式） 

  ≪注意事項≫ 

  ・⑦は新しいものを申請書類としてください。 

  ・大学は、⑧～⑪の書類について、これに類するものをご提出いただきます。 

・提出書類は可能な限り、「Ａ４縦」で統一してください。また、書類を提出する際に

は副本も含めて通しページ番号を振ってください。詳しくはお問い合わせください。 

  ※書式データは、浜松市公式ホームページに掲載しています。浜松市中山間地域まちづく

り事業で検索してください。 

  ※申請前に必ずホームページ内にあるチェックシートにて、申請書類の過不足を確認してく

ださい。 

※提出された書類については、個人情報（他の法律に定めがある場合）を除き、全て

公開することに同意したものとします。 

※申請書類は原則として返却しません。 

  ※その他不明な点は、「１２ 問い合わせ、相談先、提出先」にお問い合わせください。 
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８ 審査方法 

   申請期限後に、交付金審査会を開催し、交付する団体を決定します。交

付金審査会では、申請団体は、申請いただいた事業の説明をしていただく

ことになりますので、ご出席をお願いします。 

審査の結果によっては、せっかく申請しても交付が受けられない場合もあ

ります。ぜひ審査を通過するよう“具体的なしっかりとした事業計画と事業

予算”を作成して申請してください。大まかな審査基準は以下のとおりです。 

 

 【審査項目概略】 

① 申請者が適格であるか、欠格事項に該当しないか 

② 申請者の今までの業務や財務状況等から長期に事業継続が可能か 

③ 事業目的が適切か、中山間地域固有の課題の解決に有効か 

④ 事業内容が適切か、課題解決に有効な手段か 

⑤ 事業計画が事業内容に沿っているか 

⑥ 事業計画に無理がなく、具体的で長期にわたり地域の理解を得て実現可能な 

計画か 

⑦ 事業の効果が得られる計画内容か 

⑧ 事業費が適切か 

⑨ その他 

  ※詳細は別紙「審査項目一覧表」をご確認ください。 

 

９ 決定通知 

  審査結果は、令和８年２月下旬に通知する予定です。 

 

１０ 各種報告等 

   交付決定通知を受け取った後、事業終了まで下記のとおり報告を求める

ことになりますのでご承知おきください。 

① 交付決定通知を受け取ったら７日以内に前金払申請書を提出してください。 

② 前金払承認書を受け取ったら速やかに前金払請求書を提出してください。 

③ 交付金を受け取ったら直ちに基金造成報告書を提出してください。 

④ 事業の遂行状況を確認するため、必要に応じて資料の提出を求めます。 

⑤ 毎年度の事業終了後２ヶ月以内に年度実績報告書を提出してください。 

⑥ 全ての事業を終了したら２ヶ月以内に終了報告書等を提出してください。 

⑦ その他、申請の取下げ、事業変更、市からの指示等に対しては、要綱に従い

書類や報告を提出いただきます。 

 

 



8 
 
 

１１ 事前相談 

   申請をスムーズに進めるため、必ず下記「１２ 問い合わせ、相談先」

に記載する相談窓口まで、期日に余裕をもって事前に相談してください。

コミュニティ担当職員と当事業担当職員が事業内容を確認しながら申請書

を整えるお手伝いをします。 

 

１２ 問い合わせ、相談先、提出先 

  下記の問い合わせ先にお問い合わせください。 

 ※事業内容の相談は、相談日を調整させていただきますので、下記連絡先

まで、ご連絡をお願いします。 

 
    
天竜区に主たる事務所等がある中山間地域活動団体 

・天竜区区振興課    ℡   ９２２－００１３ 

  ・春野支所       ℡   ９８３－０００１ 

・佐久間支所      ℡   ９６６－０００１ 

  ・水窪支所       ℡   ９８２－０００１ 

・龍山支所       ℡   ９６６－２１１１ 
 

引佐町の北部（旧鎮玉村及び旧伊平村）に主たる事務所等がある中山間地域活動団体 

・北行政センター    ℡   ５２３－１１６８ 

・引佐支所       ℡   ５４２－１１１２ 

 

その他に主たる事務所等がある中山間地域活動団体 

・中山間地域振興課 

℡ ９２２－0200 FAX ９２２－００４９ 
メール chusankan@city.hamamatsu.shizuoka.jp 

 

 

 

mailto:chusankan@city.hamamatsu.shizuoka.jp


別図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 上図は明治 44 年の町村の区域を基に住民活動の実態を踏まえ地域を区分したものである。 

  括弧内は明治 44 年時点の町村名。 

 

 



7 総合評価

（別紙）「中山間地域活動団体」審査事項・審査内容一覧表

№

1

審査事項

事業・
実施体制

事業計画について、実現可能な程度詳細に立てられて
いるか、予算が具体的で、事業費が適切であるか審査
をいたします。また地域の理解・協力・連携などの状況
や、見込みについて審査をいたします。

事業管理（労働者の雇用含
む）を適切に行うことができ
るか

事業管理について、適切な管理体制が見込めるか、ま
た人員計画に具体性があるかについて審査をいたしま
す。

経済効果について、地域の雇用の状況や見込み、地域
経済に与える影響などについて審査をいたします。
また事業の継続性、発展性が見込めるかについて審査
をいたします。

事業内容は、具体的かつ
実現性の高いものか

地域の雇用や経済に好影
響を与える事業か

具体性・
実現性

経済効果

6 事業管理

総合的に判断し、計画どお
り確実に事業を遂行するこ
とが期待できるか

その他、総合的に見た事業全体について、審査をいた
します。

2

3

4

5

事業内容・
効果

事業目的

活動実績があり、また十分
に実施できる体制を整える
ことが出来るか

事業の目的が中山間地域
の課題や振興について的
確に捉えたものか

要件 審査内容

事業内容について、目的達成の具体的手段として適切
か、また十分に具体的な効果が見込めるかについて審
査をいたします。
その他、地域からのニーズや後継者の育成の見込みに
ついても審査をいたします。

事業の実施体制について、ＮＰＯ本体の事業の目的
が、この事業の趣旨に合っているか、また活動実績や
収支・資産の状況について審査をいたします。

事業内容が課題解決に結
びつくものであり、事業実施
後、十分な効果が得られる
か

事業目的について、中山間地域にとって必要かつ有益
なものと見込めるか、また具体的な目的であるかについ
て審査をいたします。



8 総合評価

（別紙）「地域運営団体」審査事項・審査内容一覧表

№ 審査事項 要件 審査内容

1
事業・

実施体制

活動実績があり、また十分
に実施できる体制を整える
ことが出来るか

事業の実施体制について、ＮＰＯ本体の事業の目的
が、この事業の趣旨に合っているか、また活動実績や
収支・資産の状況について審査をいたします。

2 事業目的
事業の目的が中山間地域
の課題や振興について的
確に捉えたものか

事業目的について、中山間地域にとって必要かつ有益
なものと見込めるか、また具体的な目的であるかについ
て審査をいたします。

3
事業内容・

効果

事業内容が課題解決に結
びつくものであり、事業実施
後、十分な効果が得られる
か

事業内容について、目的達成の具体的手段として適切
か、また十分に具体的な効果が見込めるかについて審
査をいたします。
その他、地域からのニーズや後継者の育成の見込みに
ついても審査をいたします。

4
具体性・
実現性

事業内容は、具体的かつ
実現性の高いものか

事業計画について、実現可能な程度詳細に立てられて
いるか、予算が具体的で、事業費が適切であるか審査
をいたします。また地域の理解・協力・連携などの状況
や、見込みについて審査をいたします。

経済効果
地域の雇用や経済に好影
響を与える事業か

経済効果について、地域の雇用の状況や見込み、地域
経済に与える影響などについて審査をいたします。
また事業の継続性、発展性が見込めるかについて審査
をいたします。

7 事業管理
事業管理（労働者の雇用含
む）を適切に行うことができ
るか

事業管理について、適切な管理体制が見込めるか、ま
た人員計画に具体性があるかについて審査をいたしま
す。

総合的に判断し、計画どお
り確実に事業を遂行するこ
とが期待できるか

その他、総合的に見た事業全体について、審査をいた
します。

5 公益性
事業内容が公益性の高い
ものか

事業内容が地域課題の解決のために公益性が高いも
のであるか審査をいたします。
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